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第１章　策定の背景と目的 

１．社会的背景と本市の現状  

近年、少子化や人口減少、核家族化、共働き世帯の増加により、子育て環境は大きく変化して

います 。本市においても、保護者やこども同士の交流機会の減少、育児への孤立感・不安感の

増加など、新たな課題が生じています 。また、市内の既存公立就学前施設（名池保育園、幸町

保育園）は老朽化が進んでおり、安心・安全な環境確保のため、施設の統廃合と高機能化が喫緊

の課題となっています。 

さらに、本市は市民１人当たりの公共施設延床面積が中核市平均の約 1.7 倍と多く 、「下関

市公共施設等総合管理計画」において、令和 16 年度までに施設総量を 30%以上縮減する基本

目標を掲げています 。特に児童福祉施設については、統廃合による適正配置とともに、将来に

わたる持続可能なサービス提供のため、民間活力の導入を推進する方針が示されています 。こ

れを受け、下関市交流型子育て総合支援施設整備事業においても民設民営を前提に検討を進める

ことで、行政の施設保有リスクや将来の更新費用負担を回避しつつ、施設総量の抑制と質の高い

子育て環境の構築を両立させるものです。 

２．基本計画の目的と位置付け  

本市では、こうした子育て環境の変化と施設の老朽化課題に対応するため、令和８年３月に

「下関市交流型子育て総合支援施設整備事業基本構想（以下「基本構想」という。）」を策定し

ました 。基本構想では、子育て支援、保健・福祉、多世代交流の各分野の機能を充実・連携さ

せ、妊娠期から子育て期までの切れ目ない包括的な支援を展開する拠点としての基本理念と方向

性を示しています 。 

「下関市交流型子育て総合支援施設整備事業基本計画（以下「基本計画」という。）」は、こ

の基本構想を受けて策定するものであり、基本構想で示した理念を具現化し、単なるこどもの

「預かり施設」ではなく、子育て支援、保健・福祉、多世代交流の機能を併せ持つ「下関市交流

型子育て総合支援施設（以下「新施設」という。）」を整備するための具体的な基本方針（導入

機能、施設規模、事業手法等）を示すものです 。  

策定に当たっては、最上位計画である「第３次下関市総合計画」や「”For Kids” プラン

2025《下関市こども計画》（下関市子ども・子育て支援事業計画）」、「下関市教育大綱・下

関市教育振興基本計画（第４期）」等の「こども」「保健」「福祉」「教育」に関連する計画と

の整合を図ります。 
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第２章　サウンディング型市場調査の実施結果 

基本計画の策定に当たり、本事業の市場性及び民間活力導入の可能性を確認するため、基本

構想をもとに民間事業者とのサウンディング型市場調査を実施しました 。ここで得られた知見

は、基本計画をより実現性が高く、市民ニーズに即したものとするための有益な参考意見とし

て活用します。 

１．調査の実施概要と参加事業者 

（１）実施時期：令和８年２月 

（２）参加事業者：計６者（建設・不動産系、保育・教育・NPO 系、産後ケア系の事業者） 

関係事業者：計１者（産後ケア系の事業者） 

※調査の実施時期の関係上、実施期間に調査ができなかったが、別日に本調査同等の対 

話を行った事業者を関係事業者として記載。 

（３）主なヒアリング事項 

 

 
 

 
大項目 小項目

 
事業全体への御意見 本事業に対する全体的な印象、市場性、実現性についての所感

 

教育・保育関連

下関市内の教育・保育事情を踏まえた認定こども園の施設類型、定

員設定

 
運営体制、スタッフ確保

 
インクルーシブ保育・療育との連携

 

事業主体関連

事業スキーム

 
事業スケジュール

 
敷地条件・周辺環境への対応

 

運営関連

複合施設の管理運営

 
民間活力を活用する場合の自主事業のアイデア

 
地域連携・多世代交流

 
その他 本事業に対する要望や懸念事項など
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２．民間事業者からの主な意見 

（１） ハード面（交通・建築等） 

• 敷地前面（椋野トンネル側）からの右折入庫による渋滞緩和のため、敷地内に車の待機ス

ペース（たまり）を設けることが望ましい。 

• システム建築（プレハブ）や木造を活用することで、建設コストの高騰や工期延長リスク

を緩和できる可能性がある。 

• 木造建築は、子育て施設との親和性が高い。 

（２）ソフト面（機能・運営等） 

• カフェ等の単独収益事業は立地的にハードルが高い一方、子育て世帯の実需に応える「小

児科クリニック」や「病児・病後児保育」、親の就労を支える「リモートワークスペー

ス」の親和性が高い。 

• 特別な支援を特別にしない仕組み「インクルーシブ空間」や、親の休息を目的とした一時

預かりに関する提案があった。 

• 育児と仕事の共存、一度お休みしたキャリアの再設計など、親の数だけ目指す姿があり、

その数だけ悩みがあるため、複合施設の機能として「キャリア支援機能」があると良い。 

• 産後ケアの利用時間の柔軟化（早朝・短時間等）や、認定こども園内で調理した給食の産

後ケア等へのシェアリングが求められる。 

（３） スキーム面（事業・制度等） 

• 下関市の課題の鮮度を保つ観点からも想定している事業スケジュールを前倒した早期開所

を目標として進めていくことが望ましい。 

• 建設コストは上昇傾向で、建設工事の着手が遅れるほど予算超過リスクが高まる。 

• 市の負担が全くない完全な民設民営は困難であるものの、定期借地権等を活用し、収益性

の低い機能に対して市が適切な財政支援（委託料等）を行うことや、市有地貸付料の減免

等があれば、民間活力を導入した事業成立の可能性は十分にある。 

• ネーミングライツ（命名権）や協賛金の導入、地元スポーツチームとのコラボなど、地域

や企業と連携できると地域と密着したモデルが構築できる。 

• 民設民営、設計・施工一括発注等により、設計と施工の連携を早期から行えば、事業スケ

ジュールの短縮が可能である。 
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３．調査結果を踏まえた基本計画への反映内容 

民間事業者からの市場の声とアイデアを参考にし、基本計画に以下の要素を反映しています。 

① 交通渋滞へ配慮した動線計画  

ドライブスルー方式や敷地内待機スペースの確保を基本とします。 

② 子育て世帯の実需と自立支援を兼ね備えた機能の導入  

基本構想で示した導入機能（子育て支援機能、保健・福祉機能、多世代交流機能）に、子育

て世帯のニーズに即した支援や親の学び・就労支援に係る機能を導入し、民間ならではの「企

業連携・人材育成（子育て世帯の就労や学びの支援）」の視点を加えることで、子育て支援の

好循環を生み出し、新施設の持続可能性と価値を高めます。 

③ 民間活力を導入した事業スキームを前提とした計画策定 

サウンディング型市場調査の結果、事業用定期借地権方式の活用や適切な公的支援を組み合

わせることで、民間活力を生かした民設民営による施設整備・運営の可能性も確認されまし

た。 事業手法の検討に当たっては、当該意見も参考にしつつ、各事業手法の比較検討を行いま

す。 
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第３章　新施設の基本理念と基本方針 

新施設の整備に当たっては、基本構想で定めた基本理念及び 3 つの基本方針を継承しつつ、

サウンディング型市場調査で確認された「企業連携」や「人材育成」という新たな視点を基本

方針に加え、より持続可能で発展的な子育て支援体制の構築を目指します。 

 

基本理念と基本方針 
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第４章　導入する機能及び規模の検討 

１．導入機能の方向性 

基本構想で示した「子育て支援機能」「保健・福祉機能」「多世代交流機能」 の 3 つの柱に、

サウンディング型市場調査結果を踏まえた「企業連携・人材育成機能」を新たに加え、4 つの柱

で新施設を構成します。 

（１） 子育て支援機能  

【認定こども園】 

教育・保育・療育の三つの側面を合わせ持つ多様な成長を支える施設です。認定こども園の

定員 110 名に、一時預かり室の定員 10 名を加えた計 120 名の施設を計画します。一時預か

り室では、一時的に家庭での保育が困難となる方の専用スペースを確保し、異年齢保育にも柔

軟に対応できる環境を整えることで、多様なライフスタイルを支援します。また、認定こども

園内に療育室を配置し、日常の保育と一体的に運営することで特別な支援を必要とする園児へ

のインクルーシブ保育を実践します。 

【定員設定の考え方】 

本市が公表している人口ビジョンにおける将来人口の見通しでは、年少人口（0～14 歳）は今後 10 年間で

約 25％の減少が見込まれています。また、名池保育園と幸町保育園の在園児童数の総計推移も過去５年間で

約 20％減少しているため、将来の人口減少率と過去の在園児童数の減少率を考慮した上で、定員を 110 名

と設定しました。 

 

【子育て総合相談窓口】 

総合相談窓口を設置し、子育て、保健・福祉に関する相談を一元的に受け付けます。 

【本を通した子育て支援】 

おやこ図書のひろばを設置し、絵本や育児書を通して親子の愛着形成を図るとともに、子育

て世帯が信頼できる情報に触れられる環境を整えます。 

 

（２） 保健・福祉機能  

【産後ケア体制】 

身体的・心理的ケア、育児指導及び相談を通して、母親が心身のリフレッシュや子育ての不

安解消ができる環境を提供します。 
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【食を通した子育て支援】 

こどもたちが土に触れ、生命の営みを肌で感じる体験の場として菜園を配置します 。栽培し

た野菜を自ら収穫し、調理体験（食育キッチン）へ繋げることで、「作る・食べる・学ぶ」と

いう食の循環を通して、食への理解と関心を深め、こどもの健やかな成長を支えます。また、

認定こども園の給食機能は産後ケアへのシェアリングや中食提供サービスも行います。 

【療育支援】 

地域に住む発達に特性のある乳幼児及び就学児を対象とした、児童発達支援・放課後等デイ

サービスが受けられる通所型の支援スペースを設置します。併せて、認定こども園側の療育機

能と連携し、切れ目のない発達支援を受けられる体制の構築を図ります。 

 

（３） 多世代交流機能  

多世代交流ひろばを設置し、以下の空間を提供します。 

【多世代交流空間】 

地域の方や近隣の施設との交流を行う多世代交流スペースを提供します。地域からの提案で

イベント活動を行うなど、多世代間で顔の見える関係づくりを進めます。 

【インクルーシブ空間】 

天候に左右されない室内ひろば（インクルーシブ遊具導入）において、年齢や障害の有無に

関わらず共に遊べるスペースを提供します。 

【こどもの心のケア空間】 

落ち着いた空間（カームダウンルーム）を通して感覚統合の発達や感情の調整をサポートす

るスペースを提供します。 

 

（４） 企業連携・人材育成機能 

【子育て支援連携テナント】 

新施設の持続可能性と価値を高めるため、企業連携や人材育成を行うための民間テナントを

導入し、複合施設ならではの利便性を創出します。 

 
〈機能例〉 

• 親の学び直し（リスキリング）拠点 

企業や教育機関と連携し、育児中の保護者が IT やビジネス関連等のスキルを学べる空間。 

• 託児付きワークスペース 

こどもの傍で就労や復職のステップアップとする場。 

• 子育てニーズに応える民間テナントの誘致 

小児科クリニックや病児・病後児保育等。  
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２．導入機能の連携イメージ 

導入する 4 つの機能は、子育て・保健・福祉に関するサービスを受けることができ、子育て

世帯に限らず、多世代で交流ができる空間を形成します。さらに、新施設の持続可能性を高め

るため、子育て世帯のニーズにより即した支援や親の学び・就労支援を展開します。これらが

相互に連携することで、複合施設としての相乗効果を発揮し、新施設全体のサービス向上を図

ります。 
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３．新施設の（連携）利用イメージ 

【認定こども園 × 子育て支援連携テナント（親の学び直し） × 子育て総合相談窓口】 

保護者は、一時預かりを利用し、こどもを認定こども園に預ける。保護者自身は、併設され

る子育て支援連携テナントで開催されるリスキリング講座を受講し、IT スキルの知識を深め

る。終了後、子育て総合相談窓口で保活情報（各園の特徴、空き状況等）を取得する。 

 

【療育支援 × インクルーシブ空間 × こどもの心のケア空間】 

児童発達支援で個別支援後に、異年齢児とインクルーシブ空間で一緒に遊び、感情高ぶり時

はカームダウンルームで心を落ち着かせ、遊びに再合流する。 

 

【認定こども園 × 食を通した子育て支援 × 多世代交流空間】 

園児と地域住民が一緒に育てた野菜を菜園で収穫。収穫した野菜を使い、食育キッチンで調

理体験をし、食への関心を深める。多世代交流ひろばにおいて、調理した食べ物を親子と地

域住民で食べ、地域との交流を深める。 

 

【子育て総合相談窓口 × 認定こども園 × 本を通した子育て支援】 

保育施設への入園の仕方や園での過ごし方に関する不安を窓口で相談。併設されている認定

こども園へ窓口スタッフとともに園見学をし、園の雰囲気をイメージする。帰りに、おやこ

図書のひろばに立ち寄り、園見学した際に見た保育士の絵本の読み聞かせを真似して、絵本

を親子で読んでみる。 

 

【子育て総合相談窓口 × 産後ケア体制 × 認定こども園 × 食を通した子育て支援】 

授乳やだっこの方法などの育児不安を窓口で相談。併設されている産後ケアの利用を勧めら

れる。産後ケアを行う助産師から乳房ケアや授乳指導など全般的な育児指導を受け、お昼に

は、併設されている認定こども園からシェアリングされた給食を食べ、授乳期の食事指導も

同時に受ける。 
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４．施設規模の算出 

・面積算定 

①保育・療育ゾーン 

定員構成に基づき、各年齢の発達段階に応じた適切な保育環境と、インクルーシブ保育を実現

するための療育スペースを確保する。 

 

 

 
室名 定員 面積 備考

 
0 歳児 保育室 10 名 40 ㎡

基準(3.3 ㎡)を上回るゆとりある配置（4.0 ㎡/人）ほ

ふく室含む

 
1 歳児 保育室 20 名 70 ㎡ 基準(3.3 ㎡)を確保（3.5 ㎡/人）

 
2 歳児 保育室 20 名 70 ㎡ 基準(3.3 ㎡)を確保（3.5 ㎡/人）

 
3 歳児 保育室 20 名 50 ㎡ 基準(1.98 ㎡)を上回る活動スペース（2.5 ㎡/人）

 
4 歳児 保育室 20 名 50 ㎡ 基準(1.98 ㎡)を上回る活動スペース（2.5 ㎡/人）

 
5 歳児 保育室 20 名 50 ㎡ 基準(1.98 ㎡)を上回る活動スペース（2.5 ㎡/人）

 
一時預かり室 10 名 40 ㎡ 専用室。異年齢保育に対応可能な空間とする

 
療育室 － 60 ㎡

可動間仕切り等により、隣接する保育室と一体利用を

可能にする

 
遊戯室 － 130 ㎡ 屋内遊戯スペース

 
多目的室 － 50 ㎡

異年齢児で給食を行うランチルームや遊戯室の一部と

して活用する等、様々な目的での利用を想定

 
調理室 － 80 ㎡ 自園調理

 
その他 － 410 ㎡

WC・車椅子対応トイレ、職員室、保健室、調乳室、

沐浴室、倉庫、廊下等

 
合　計 120 名 1,100 ㎡
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② 子育て支援・地域交流ゾーン 

 

③子育て支援連携テナントゾーン 

 

 
室名 面積目安 備考

 

産後ケア室 30 ㎡ 個室 3 室（10 ㎡×3 室）

 

多世代交流ひろば 100 ㎡ 親子で遊ぶ、地域交流、室内遊技場

 

おやこ図書のひろば 20 ㎡ 絵本や育児書の設置と読み聞かせ

 
児童発達支援・放課後等

デイサービス室
60 ㎡ 通所支援事業用の指導訓練室

 

カームダウンルーム 10 ㎡ 気持ちを落ち着かせるための場所

 

食育キッチン 20 ㎡ 離乳食教室、こども食堂等

 

子育て総合相談窓口 40 ㎡
子育て、保健・福祉に関する相談を一元的

に受付

 

共用部（水回り等） 120 ㎡
トイレ、授乳室、廊下、エントランスホー

ル

 
合　計 400 ㎡

 
室名 面積目安 テナント例等

 
テナント A 100 ㎡ リスキリング拠点、託児付きワークスペー

ス、小児科クリニック、病児・病後児保育

等
 

テナント B 100 ㎡

 
共用通路等 100 ㎡ テナント用トイレ、バックヤード

 
合　計 ３00 ㎡
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④外構等 

 

 

 
室名 面積目安 備考

 
外構 約 1,000 ㎡ 園庭、菜園等

 
駐車場 約 750 ㎡ 30 台程度を想定

 
合　計 約 1,750 ㎡
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第５章　施設・敷地計画 

１．敷地概要とゾーニング計画 

基本構想に基づき、計画地である旧下関市立第一幼稚園跡地での各ゾーン及び駐車場の配置

計画を想定し、２つの配置案（A 案・B 案）を比較検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の 3 つの優位性から A 案を基本とした配置計画を進めるものとします。 

①県道側からの視認性向上による防犯効果 

②建物配置の工夫による、園庭及び保育室の良好な日照維持 

③送迎車両と地域利用者の動線を整理し、安全かつ円滑なアクセスを実現 
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２．円滑な動線計画と周辺交通への配慮 

 　椋野トンネル側からの右折入庫による公道での渋滞に対応するため、敷地内に約 3０台分の

送迎用駐車場（約 750 ㎡）を確保します。また、送迎をスムーズに行う「お迎えエントラン

ス」と一方通行の周回動線を組み合わせることで、乗降の円滑化を図り、周辺道路の混雑緩和

と安全性を両立させます。 

 
３．その他配慮すべき事項 

● 将来を見据えた可変性とインクルーシブ設計 

将来の人口や子育て世帯のニーズの変化を見据え、認定こども園諸室の柔軟な切り替えがで

きる構造とします 。また、保育室と療育室を隣接させ、可動間仕切り等により一体的・可変的

に利用できる構造とします。 

● 多層的セキュリティ 

セキュリティラインを軸に、高度なプライバシーが求められる保育・療育ゾーンと、地域に

開かれた子育て支援・地域交流ゾーン及び子育て支援連携テナントゾーンの動線を物理的に分

離します。休日はエントランスや園庭を地域に開放できるよう、セキュリティラインを時間帯

によって可変できるように検討を行い、地域の拠点としての役割も果たします。 

 

 

これは、施設規模を把握するための参考イメージであり、実際の完成配置イメージではありません。
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４．施設参考イメージ 

これは、施設規模を把握するための参考イメージであり、実際の建物の完成イメージではありません。 
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第６章　概算事業費・事業手法の検討 

１．概算事業費　 

※サウンディング型市場調査の意見を踏まえ、子育て施設との親和性が高く、建設コストの高騰や　 

工期延長のリスクを緩和できる可能性のある木造建築を想定します。 

※工事費の単価は、民間建設工事の実勢単価に基づき算出しています。なお、事業費は近年の原材 

料費や人件費の高騰、仕様内容により変動し得るため、最終的な事業費は公募時の提案を精査の 

上、確定させるものとします。 

 

 

大項目 中項目 概算金額 
（千円）

算出根拠・備考

 

Ⅰ. 本体工事費

1. 建築本体工事費 756,000

木造 2 階建想定　 

1,800 ㎡×420,000 円／㎡

 

2. 設備工事費 上記に含む

電気・給排水・空調換気設備一式 

厨房設備、エレベーター等

 

3. 外構工事費 43,750

園庭、駐車場、植栽、フェンス等 

1,750 ㎡×25,000 円／㎡

 

Ⅱ. 業務委託費 1. 設計・監理費 75,600

基本設計、実施設計、工事監理業務 

工事費の約 10％程度を見込む。

 2. 調査・測量費 5,000 地盤調査、測量等

 Ⅲ. その他費用 1.諸経費・予備費 5,000 確認申請手数料、予備費

 事業費 合計 　　885,350

 事業費　　　　

（消費税込） 合計 　　973,885
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２．事業手法の比較 

　事業手法について比較した内容を以下に示します。 

・各事業手法の比較検討 

※「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」のことを指す。 

 

 
事業手法 メリット デメリット

 

従来型

・設計・建設・維持管理・運営につ

いて公共が全面的に関わることが

可能。

・設計・建設・維持管理・運営の各

民間企業者のノウハウ活用による

相乗効果が期待できない。 
・リスクの負担が全て公共となる。 
・市は資金調達が必要。

 

DB

・設計・建設において各民間事業者

のノウハウ活用が期待できる。 
・性能発注であるため、設計段階の

行政職員の負担が軽減される。

・設計・建設と維持管理・運営を

別々に発注するため、維持管理・

運営の視点を設計・建設に反映さ

せることが難しい。 
・PFI 法（※）に準じた事業者選定

を行う場合は、事業者選定に一定

の期間を要する。 
・市は初期投資の資金調達が必要。

 

DBO

・一括発注により、設計・建設・維

持管理・運営の各民間事業者のノ

ウハウ活用が期待できる。 
・性能発注であるため、設計段階の

行政職員の負担が軽減される。

・PFI 法に準じた事業者選定を行う

場合は、事業者選定に一定の期間

を要する。 
・金融機関による監視機能がない。 
・市は初期投資の資金調達が必要。

 

PFI

・一括発注により、設計・建設・維

持管理・運営の各民間事業者のノ

ウハウ活用が期待できる。 
・民間資金の活用により、財政の平

準化が図れる。 
・金融機関の監視機能が働く。

・PFI 法に則った事業者選定を行う

ため、事業者選定に一定の期間を

要する。 
・事業規模によっては、VFM（価

値の最大化）の検証や契約手続き

のコストが見合わない。

 

事業用 

定期借地権

・民間の資金力を活用することで、

市の初期投資負担を大幅に抑制で

きる。 
・設計・建設・維持管理・運営にお

いて各民間事業者のノウハウ活用

が期待できる。 
・民間主導により設計・建設・維持

管理・運営を一体的に進めること

ができ、発注手続きや調整工程が

簡素化されるため、他方式と比較

して、事業スピードが速い。

・事業内容が民間の採算性に影響を

受ける。 
・公共側の関与が限定的となるた

め、調整が必要。 
・事業継続性については民間事業者

の経営状況に依存する側面があ

る。
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3．事業手法の選定結果と方針　 

本事業は、各事業手法の比較検討及びサウンディング型市場調査の結果を踏まえ、「事業用定

期借地権の設定による民設民営方式」で施設整備・運営を行う方針とします。 

〈選定理由〉 

・従来型や DBO 等に比べ民間事業者の裁量のみで事業を進められる部分が大きいため、事業

期間を大幅に短縮することができるとともに、物価高騰による建設コストの増加を抑えるこ

とができるため。 

　・老朽化の進行が著しい名池保育園及び幸町保育園に対し、一刻も早く新しい認定こども園を

開園する必要があるため。 

　・少子化・核家族化・共働き世帯の増加等により多様化する子育てニーズに対し、最も迅速に

対応することができるため。 

　・民間事業者による裁量が大きい分、ハード面・ソフト面・スキーム面を民間事業者自らが一

体的に構想し進めていくことができるため。 

　・従来型等の事業手法による公共施設整備では、国庫補助金等の活用が限定され、本市の財政

負担が非常に大きい。一方で、民設民営の施設整備の場合は、国庫補助金等の対象となる部

分が多く、本市の初期投資負担を大幅に抑制できるとともに、運営費・維持管理費において

も本市の財政負担が軽減されるため。 
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４．定期借地権の設定 

定期借地権の設定に当たり、本事業の安定性を踏まえた当該借地権の存続期間について検討を行い

ました。 

 
【表：定期借地権の存続期間の比較】 

 

新施設は地域の子育てインフラとしての性格が強く、長期的な安定運営が求められます。 

また、事業者にとっても投資回収の平準化が可能となるため、定期借地権の存続期間は「30 年」

を基本とします。 

 

 

比較項目
案① 

存続期間 20 年

案② 

存続期間 30 年

 
事業者の投資回収 存続期間が短いため、単年度の

減価償却費や借入返済負担が大

きくなり、経営を圧迫するリス

クがある。

存続期間が長く、平準化が図れ

るため、単年度の収支が安定し

やすい。

 
建物の有効活用 建物（特に RC 造や重量鉄骨造

の場合）の法定耐用年数を残し

たまま更地返還となるリスクが

ある。

建物の物理的寿命に近い期間活

用でき、経済合理的である。

 
事業の継続性 子育てニーズの変化への転換は

早いが、地域拠点としての継続

性は低い。

地域に根ざした長期的な関係構

築が可能。「地域の子育てイン

フラ」として定着しやすい。

 
融資の受けやすさ 返済期間が最長 20 年に制限さ

れることが多く、資金繰りが厳

しくなる。

金融機関からの長期融資（20

年以上）の条件に合致しやす

く、資金調達が有利になる。
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５. 市有地貸付料に関する考え方 

事業用定期借地権の設定に当たり、市有地の貸付料については、下関市公有財産取扱規則及び普通

財産貸付料算定基準に基づき算定するものとし、事業者の公募において策定する公募要項において明

示することとします。また、市有地の無償貸付又は減額貸付についても同様に、公募要項において明

示します。 
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６．財源構成と運営方針 

新施設では各機能の性質や運営主体に応じた適切な財政支援を組み合わせることで、持続可能な運

営体制を構築します。 

 

(1) 財源構成の考え方 

① 国庫補助金等の有効活用 

 子育て支援機能における認定こども園の整備に就学前教育・保育施設整備交付金又は子ども・子

育て支援法に基づく施設型給付費における各種加算（減価償却費加算、賃借料加算）を活用するな

ど、各機能に応じた国庫補助金等の活用を検討し、事業者の資金借り入れに係る負担を軽減します。

本市は、事業者がこれらの公的支援を最大限に活用できるよう、公募条件の整理や関係機関との協議

において必要な連携、支援を行います。  

 

② 多角的な財源確保 

 　上記の国庫補助金等に加え、サウンディング型市場調査で提案のあった「ネーミングライツ（命

名権）」、協賛金の導入など、公的資金のみに頼らない多角的な財源構成を検討します。  

 

(2) 機能別の運営方針 

・認定こども園 

子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費や保育士等の配置に関する各種補助金等の活用によ

り、充実した職員配置や施設設備、質の高い教育・保育・療育を促します 。 

・児童発達支援・放課後等デイサービス 

障害福祉サービス報酬等を活用した自立運営を基本とします 。 

・産後ケア体制 

実施方法、利用実績に応じた委託費による自立運営を基本とします。 

・その他の機能 

令和８年度実施予定のサウンディング型市場調査でのヒアリング等を通して、事業者からの意見を

参考に運営方針を決定します。 
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第７章　事業スケジュール 

１．事業スケジュール 

基本構想に示したとおり、以下のスケジュールで進めることを想定しています。今後は、サウンデ

ィング型市場調査結果における意見を踏まえ、早期運営開始を目指して更なる具体的な検討を進めて

いきます。 

● 令和 7 年度：基本構想・基本計画策定 

● 令和 8 年度：公募要項作成、既存建物解体工事 

● 令和 9 年度：事業者公募・選定・協定締結、既存建物解体工事 

● 令和 10～11 年度：設計・建設工事 

● 令和 12 年度：運営開始 

※周辺道路拡幅工事（令和８年度～令和 10 年度予定） 

 

２．今後の進め方 

（１）公募に向けた準備 

本事業の民間事業者選定に向けた公募条件の整理、要求水準、契約書等の関係資料を作成します。 

（２）法規関係の整理 

施設の規模や敷地造成計画に応じ、都市計画法に基づく開発行為の許可や、建築基準法、消防法上

の制限について関係部局との調整事項を整理します 。併せて、設計・工期に重大な遅延を及ぼさな

いよう、文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地の照会及び試掘調査等の要否を早期に確認しま

す 。 

（３）新施設建設工事における既存建物解体及びインフラ整備の調整 

新施設の着工に支障をきたさないよう、旧下関市立第一幼稚園等の解体を完了させ、更地での引き

渡しを確実に行います。 また、周辺道路の拡幅工事と新施設の建設工事について、工程・施工面で

の綿密な調整を図ります。 

（4）各種協議の推進 

より詳細なスケジュールや国庫補助金の活用など、新施設の実現に向けて必要な関係機関（国、県

等）との事前相談や協議を適時適切に行います。




